
○天草市医師修学資金貸与条例 

平成２３年１２月２１日 

条例第３７号 

改正 平成２８年６月３０日条例第３１号 

（目的） 

第１条 この条例は、市長が指定する医療機関（以下「指定医療機関」という。）の医師とし

て勤務しようとする者に対し、その修学に必要な資金（以下「修学資金」という。）を貸与

することにより、指定医療機関において必要な医師を確保し、もって市民の健康の維持及び

増進に資することを目的とする。 

（貸与の対象） 

第２条 修学資金の貸与を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て備えていな

ければならない。 

（１） 大学（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学をいう。以下

同じ。）における医学を履修する課程に在学する者であること。 

（２） 将来、指定医療機関において医師の業務に従事する意思を有する者であること。 

（３） この条例の規定による修学資金以外の医師の充実に資することを目的とした修学資

金その他これと同等の資金の貸与を受けていないこと。 

（貸与額） 

第３条 修学資金の貸与額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げ

る額とする。 

修学資金の区分 貸与額 

入学料相当額（修学資金の貸与を受ける者（以下

「被貸与者」という。）として決定した日の属す

る年に入学した者の入学料に限る。） 

大学において入学料として定められた額（そ

の額が１，０００，０００円を超える場合に

は、１，０００，０００円） 

授業料相当額 大学において授業料として定められた額（そ

の額が年額で１，５００，０００円を超える

場合には、年額１，５００，０００円） 

生活費相当額 月額７５，０００円 

（貸与期間） 

第４条 修学資金を貸与する期間は、被貸与者として決定した日の属する月（市長が必要と認



めた場合は、貸与を決定した日の属する年の４月）から大学を卒業する日の属する月までと

する。ただし、通算して７２月（第７条の規定により修学資金の貸与を停止された期間を除

く。）を限度とする。 

（貸与の申請） 

第５条 修学資金の貸与を受けようとする者（次条において「申請者」という。）は、連帯保

証人２人を立て、規則に定めるところにより、市長に申請しなければならない。 

（貸与の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、選考により貸与の可否を決定し、申

請者に通知するものとする。 

（貸与の停止） 

第７条 市長は、被貸与者が大学を休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学した日又は

停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月までの修学資金の貸与を

停止するものとする。 

２ 前項の規定により修学資金の貸与を停止した場合において、被貸与者が当該停止期間に係

る修学資金を既に受領しているときは、当該修学資金を市長が定める日までに一括して返還

しなければならない。 

（貸与の決定の取消し） 

第８条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸与の決定を

取り消すものとする。 

（１） 第２条各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認められるとき。 

（２） 心身の故障のため修学の見込みがなくなったと認められるとき。 

（３） 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、被貸与者として不適当と認められるとき。 

（返還の免除） 

第９条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、規則に定めるところによ

り、修学資金の返還及び利息の支払を免除するものとする。 

（１） 被貸与者が指定医療機関において常勤医師として勤務した期間（市内の臨床研修病

院（医師法（昭和２３年法律第２０１号）第１６条の２第１項の指定を受けた病院をいう。）

で臨床研修（同項に規定する臨床研修をいう。以下同じ。）を１年以上の期間受ける場合

にあっては、当該臨床研修期間を含む。）が、修学資金の貸与を受けた期間（第７条の規



定により修学資金の貸与を停止された期間を除く。次条において「貸与を受けた期間」と

いう。）に２年を加えた期間に達したとき。 

（２） 被貸与者が指定医療機関における勤務期間中に、業務上の理由による死亡又は心身

の故障のため、医師の業務を継続することができなくなったとき。 

２ 前項に規定する場合を除くほか、市長は、被貸与者が死亡、心身の故障その他やむを得な

い事情により修学資金を返還することができなくなったときは、当該修学資金の返還及び利

息の支払の全部又は一部を免除することができる。 

（平２８条例３１・一部改正） 

（返還の猶予） 

第10条 市長は、貸与を受けた期間が満了した後において、被貸与者が次の各号のいずれかに

該当するときは、当該各号に掲げる事由の継続する間、貸与を受けた修学資金の返還及び利

息の支払の全部又は一部を猶予するものとする。 

（１） 被貸与者が、引き続き大学若しくは大学院（学校教育法第９７条に規定する大学院

をいう。）の医学を履修する課程に在学し、又は臨床研修若しくは後期研修（臨床研修終

了後の医師の専門的な知識及び技術の習得に係る研修をいう。）を受けているとき。 

（２） 被貸与者に医師免許を取得する意思があり、かつ、大学を卒業した日の属する年度

の翌年度の初日から起算して２年を経過していないとき。 

（３） 指定医療機関に医師として勤務しているとき。 

（４） 災害、疾病その他やむを得ない事由により臨床研修又は指定医療機関で常勤医師業

務に従事できなかったとき。 

（５） 災害、疾病その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難な場合と

して、市長が特に認めるとき。 

（平２８条例３１・一部改正） 

（返還） 

第11条 被貸与者は、第９条の規定により修学資金の返還の全部及び利息の支払が免除される

場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を受けた修学資金の額と、修学資

金の貸与を受けた日の翌日から最後に修学資金の貸与を受けた日の属する月の末日までの期

間に応じ年５パーセントの割合で計算した利息を付した額の合計額を、市長が指定する期日

までに一括して返還しなければならない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、規則で

定めるところにより分割してこれを返還することができる。 



（１） 前条の規定による修学資金の返還債務に係る履行の猶予を受けることができず、又

は受けることができなくなったとき。 

（２） 第８条の規定により修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。 

（３） その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。 

２ 被貸与者は、正当な理由がなく貸与を受けた修学資金を返還すべき日までに返還しなかっ

た場合は、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年

１４．６パーセントの割合で計算した延滞利息（その額に１００円未満の端数を生じたとき

は、その端数を切り捨てた額）を支払わなければならない。 

３ 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、３６５日当たり

の割合とする。 

（委任） 

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２８年条例第３１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 


